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文部科学省 2025年度政府予算要請行動 

 

日時：2024年 12月９日（月）15：30～16：00 

場所：文部科学省 東館５階５F４会議室 

対応者） 

・大臣官房 文教施設企画・防災部 

施設企画課専門官（併）指導第一係長 

 五十嵐 俊祐 

・総合教育政策局 地域学習推進課地域学校協働 

推進室地域学校協働企画係長 

小池 紗江 

・総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・ 

安全課安全教育推進室防災教育係長 

 奥矢 倫知 

・初等中等教育局 健康教育・食育課 学校給食・ 

食育係 主任  宮野 恵光 

・初等中等教育局 財務課教育財政室調整係長 

 福島 健太 

・初等中等教育局 財務課教職員配置計画専門官 

         廣石 孝 

・初等中等教育局 財務課校務調整係長 

         唐木 朋也 

・初等中等教育局 特別支援教育課長補佐 

         渡邉 賢晃 

 

学校事務協議会参加者） 

事務局 

・議長   水野 鉄也 

・副議長  生越 義幸 

・事務局長 山城 直美 

・特別幹事 櫻田 修 

各県幹事 

・草刈 智 

・丹野 雅一 

・礒田 勝 

・鐘ヶ江 剛 

 

 
要請書を手交する水野議長(右) 

 

※要請書に対して、赤字部分重点項目(青字は補

足要請)を文科省から回答、その後学事協から質

疑を行う。要請書及び重点項目質問事項について

は別紙参照。 

 

■2025年度政府予算編成に関する要請書 

文科省（宮野）：１．学校給食費無償化の部分につ

いて回答。学校給食費については、現在の物

価高の状況を踏まえて、今回の補正予算案の

方で学校給食費の保護者負担軽減に活用い

ただけるよう重点支援地方交付金事業推奨

事業メニューとして 0.6兆円を積み増し計上

させていただいたところである。 

   文科省としても各教育委員会等に対して

まずは、この予算の積極的な活用を促してい

きたい。その上で、学校給食費の無償化につ

いては、ご存じのことかと思うが昨年６月に

閣議決定された子ども未来戦略方針に基づ

いて今年の６月に調査結果を公表させてい

ただいたところである。調査結果においては

学校給食を未実施の学校であるとか、給食を

実施していたとしてもアレルギーや不登校

等の理由で学校給食を喫食していない児童

生徒が相当数存在すること。食材費相当額に

ついても同じ学校給食費であったとしても

都道府県間で 1.4 倍ものひらきがあること。

小中学生全員を無償化している３割の自治

体において成果目標の設定、成果検証を行っ

ている自治体は２割弱に留まっているとい
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うことが明らかになったところである。学校

給食の無償化については、こうした結果を踏

まえつつ現在児童生徒間の公平性であると

か国と地方の役割分担、政策機構や強制面な

どから課題の整理をおこなっているところ

である。引き続き丁寧に進めていきたいと考

えている。 

文科省（福島）：８．①から④番、PTA寄付金につ

いての回答。そもそも学校の運営管理にかか

る経費は、原則として当該学校の設置者であ

る地方公共団体が負担すべきものであり、住

民の税外負担解消の観点からも安易に PTA費

等学校関係団体に負担転嫁するのは適当で

ないと考える。このことについては、平成

24(2012)年５月９日付け初等教育局長通知

で示しているところである。これが前提であ

るとして、個別の①番の公立学校が金銭を収

受する際の正しい処理方法については、学校

に限らず、地方公共団体における現金の受け

入れにかかわる会計上の手続きについては

市町村ないしは都道府県の関係規程等に則

って適切に対応していただければと考えて

いる。 

   次の②番、寄附受け入れに対する見解、留

意事項として必要な助言を行うことの部分

ですが、地方公共団体による割当的寄附につ

いては地財法第４条によって禁止されてい

るところである。禁止されているところでは

あるが一方で学校関係団体から学校に対し

て自発的に寄附を行うことは禁止されてい

ないというところである。その場合、自発的

な寄付を受けた場合には当然ながら出納に

あたっては会計上の適切な事務処理をとる

など必要である。このことについても先ほど

話をした平成 24(2012)年通知で示している

ところである。引き続きこの平成 24(2012)年

通知に基づいて各教育委員会に対して必要

な助言等を行っていきたいと考えている。 

   ③番のプール清掃や床のメンテナンス等

建物の維持に要する経費についても任意で

あっても住民にその負担を転嫁してはいけ

ない。ここの部分ですが、地方財政法施行令

52 条の中でどういう風に解釈するかになっ

てくると思う。地財政法上の解釈を文部科学

省から何かコメント、正式に回答することは

できない。 

   最後④番。自治体に対する必要な財政支援

措置を講ずること、というところですが、ま

ず学校の管理運営の当事者である各地方公

共団体において地域の実情を考慮して適切

にご判断いただくとともに、学校においても

業務の精選であったり予算執行の優先順位

を見直すなどをして経費節減のための工夫

を行ない保護者の負担の軽減を図るよう適

切に対応いただきたいと考えている。その上

で、文部科学省としては学校管理経費にかか

る地方財政措置の内容を周知したり、学校の

管理運営経費予算の充実を促したり、各種の

補助事業を通じて、教育環境の充実を図るこ

とを通じて、結果的に保護者負担が軽減され

るよう努めてまいりたい。 

文科省（廣石）：次に事務職員の定数について、一

定数以上の学校に対する定数の確保という

ところの規定になるが、学校事務職員の定数

については今後どのような形で定数改善を

していくのか。これまでも様々な方策がある

が、先般の中教審答申を踏まえながら、教職

員定数全体のバランスを見ながら引き続き

どういう方策でやっていくというのは、今年

度は加配もしていますが、今後の定数改善に

ついてなにが最善なのかということは引き

続き検討していきたい。 

４の①について、来年度の予算編成の状況

ということだが、ここはまだ調整中で今のと

ころお答えするのは難しい。②ですが、福岡

市の事例を挙げていただいているが、そこに

就学援助加配枠を使用してと書かれている

が、確かに加配に近いような規定ぶりではあ

るが、これ自体は基礎定数ということで国が

配分している加配である。自動的に計算され
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る基礎定数というところになっているので、

そのものが就学援助事務を必ず担当しなけ

ればいけない。そいうことが縛られているも

のではなくて、あくまでも学校事務職員の業

務に従事しているというところが基本であ

る。あきらかに学校事務職員ではないという

ようなところであれば必要な仕事はないの

かもしれない。たとえばスクールソーシャル

ワーカーなどの業務として関係機関との調

整とか、そういったところがあると思うが、

それは事務職員の標準的な職務の一つにあ

たるかなと考えているので、あきらかに学校

事務職員ではないなというところ以外につ

いては、まずは自治体の方で適切に運用して

いただきたい。 

４の⑥番。前年度の就学援助対象児童生徒

数を根拠とした年度当初からの加配措置に

ついて、これも４の準要保護のといった関係、

標準法９条の４の話かと考えるが、これも国

側の決定するものではなく、この部分の定数

に限らないと思うが４月の学級数とか要保

護準要保護数とかそういったところを見越

しながら定数も自治体における運用、うまく

運用していただいて前年度実績などを見な

がら年度当初に事務職員とか教員の数とい

ったところが決まってくる。自治体の方で定

数配置のなかで支障が生じないような形で

やっていただくというのが重要かなと思う。 

文科省（唐木）：４の③④⑤について、まず③の各

自治体の配置状況、来年度の財源措置の現状

について、特に自治体の配置状況については

今集計中であり、お答えは差し控えさせてい

ただく。予算の状況についても今まさに財務

省と折衝中であり、今後来年度についても全

小中学校に引き続き配置が行えるように財

政当局と調整を進めていく。④については、

学校における働き方改革の趣旨を踏まえ、自

治体に適切な助言を行っていく。教員業務支

援員をはじめとした多様な支援活動を編成

していくことが大変重要だと思っている。文

部科学省としては、各自治体において着実に

人材と予算の確保が進むように、例えば昨年

度、こういった「教員業務支援員活用の手引

き」というものを作成して、各自治体の現場

に合わせた配置が進められるように、自治体

の方に、適宜情報を提供しているところであ

る。 

⑤番。教員業務支援員が校務全般のサポー

トを通じて、教職員の負担軽減を図るように

していただきたいというところではあるが、

ご認識のとおり、教員業務支援員については

教員の負担軽減が大きな目的に配置されて

いるところではあるが、学校の働き方を進め

るというところにおいても、やはり学校全体

として、学校の校務として、負担軽減をして

いただくところがあるので、文部科学省とし

ては、各現場において先ほども示した手引き

等を通じて、しっかりと自治体の方に丁寧な

情報を提供してまいりたいと思う。 

文科省（小池）：続いて学校環境整備についての１．

と①について。まず災害時における児童生徒

の安全確保や地域防災拠点としての学校の

機能を強化することは大変重要だと考えて

いる。その際、コミュニティスクールの仕組

みを活用することが有効だと考えており、コ

ミュニティスクールの仕組みを活用して学

校安全や地域防災に取り組んでいる理由に

ついて、文部科学省としても、全国フォーラ

ムとか、説明会において紹介している。また、

学校安全の推進に関する有識者会議におい

て、学校安全を推進することへの組織体制の

在り方等についてご議論いただいており７

月の中間まとめの中でコミュニティスクー

ルの有用性についても言及いただいたとこ

ろである。また、学校運営協議会の設置運営

に必要な経費が、地方交付税において、毎年

の調査で発表した全国の平均開催回数に応

じて費用を計上しておりまして、措置されて

いる。ご指摘の通り、学校安全や地域防災な

ど、地域の課題への取組を充実させるために
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は、学校運営協議会の開催回数を確保するこ

と、及び学校運営協議会の効果的な運営を継

続することが重要なので、自治体には説明会

や手引きの作成などを通じて、適切な開催回

数を決定するよう求めるとともに、引き続き

地方交付税により必要な経費が措置される

ように進めたいと思っている。 

文科省（五十嵐）：学校環境整備についての２番と

３番、それに関連して青文字の②番～⑤番に

ついて。まず赤文字の２番について、バリア

フリー化推進指針に基づいて、整備目標の話

だとか、附帯決議について言及いただいてい

るが、こちらは、整備目標、進捗状況の把握

については、これまで調査も実施してきてい

るところであり、少しずつだが整備は徐々に

徐々に進めているところである。今年度につ

いても現在調査中で、現在取りまとめをして

いるところである。いずれにしても、必要な

助言、技術的な事例集も作っており、それら

を踏まえて、色々と自治体の役に立てるよう

に、準備を進めているところである。また助

言や技術的支援については、事例集のほかに

も相談窓口も開いており、そういった点でも

支援させていただいているところである。 

   続いて、トイレのバリアフリー化の改修に

あたっての、ユニバーサルシートということ

で言及いただいたところだが、こちらも学校

施設を計画、設計するときの留意事項をまと

めており「バリアフリー化推進指針」という

ものがあり、こちらにも様々な方が使う学校

ということで、バリアフリー化の様々な機能

を施設に収めているところである。その中の

留意事項の一つに、ベッドの設置についても

掲げているところであり、そういうものを活

用しつつ、また事例集の方にもまさに設置事

例とか、配置の話も載せている。そういうも

のを含めて、広く周知しまたそれにかかる財

源措置等引き続き話を進めていきたいと考

えている。財政措置の話だが、青文字の②に

あるとおり、2026年以降の話ということがあ

るが、現行バリアフリー法に基づいて、本来

1/3 の補助割合のところを 1/2 にかさ上げし

ようというところである。こちらについては

時限を定めているものではなく、現段階では

特段終わりを定めているものではないので、

引き続き色々と措置を長く続けていければ

と考えている。 

   青文字の③。エレベーターの設置について

は、たいへん配慮をいただいているところで

あるが、数年かかることなので即効性のある

ものということで、エレベーターに代わる階

段昇降機の話であるとか、様々な通知、事例

集の中でもぜひご理解いただきたいという

ところである。写真等を使って何が適合して

いるか、法的にエレベーターの代わりになる

ものは何か等、図解を示しているところであ

る。今のところはまだ、事例集で取り上げて

いるが、説明会等を通じて全国の自治体に広

めたうえで、どういったものが法的に適合す

るか、また学校ごとで向いている設備等、当

然あるので、そこは判断いただきつつも、文

科省としては情報提供できるよう、今後も進

めさせていただければと考えている。 

続いて④の国交省との調整との話をいた

だいているが、普段も国交省と連携を取りな

がらやらせていただいており、この件につい

も文科省としてもいろいろと見ながら、検討

であるとか、連携を取れればと考えている。

引き続き対応させていただく。 

⑤の学校施設の改築や改修において、当事

者の方に様々な件で参画いただくというこ

とだが、現状も留意事項の中で、利用者の方

に入っていただくということは、有効である

と認識しているところでありその点も含め

て、広く周知したい。別の事例もいろいろと

聞くが、やはり当事者に入っていただくと精

度や使い勝手が上がってくる。またフィード

バック的に、建てたあとに、まさに当事者の

方の声を拾い上げることで、今後の施設整備

にも役立てるという自治体も多々聞いてい
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る。進んでいるところだが、事例を含め今後

も活動を進めさせていただけたらと思う。 

文科省（渡邉）：就学奨励費の改定について、まず

就学奨励費の定額支給を検討することにつ

いて、学用品・通学品購入費の実費支給にあ

たっては、レシート等の実費確認による算定

等が保護者や実務担当者の大きな負担とな

っていることは承知しているところである。

このような実態を踏まえ、学校や保護者等の

手続きの簡素化・効率化の観点から、すでに

見直しを行っているところである。各自治体

の実態に応じて、合理的な算定を行って差し

支えないという旨の通知を令和３(2021)年

12月に周知している。加えて、記載にもあっ

たが、令和４(2022)年５月９日付で特別支援

教育就学奨励費の学用品・通学用品購入費の

経費の算定方法について事業の主体である

自治体等が、各地域や学校の保護者等の負担

の実情を踏まえまして、通常使用する学用品

の購入について整理し、定額支給を可能とす

る旨を通知したところである。今後も、我々

としては、就学奨励費の事務手続きについて、

自治体の理解を深めることを目的とした、事

務担当者会議・説明会も開催予定しており、

このような場を通じて周知に努めてまいり

たい。 

続いて、物価高騰に係る記載について。去

年の物価高騰に伴い、特に学用品・通学用品

等の価格が上昇し、保護者負担が膨大という

ところは承知している。文科省としても、今

後も実態を踏まえ、費目の上限単価の見直し

等、検討してまいりたい。加えて、物価高騰

に伴う対応としても、直近で令和６(2024)年

11 月 22 日に国民の安心安全と持続的な成長

に向けた総合計画対策における重点支援地

方交付金により、特別支援教育就学奨励費の

充填等を行う場合には、この交付金の活用を

積極的に検討することを周知しているとこ

ろである。また、文科省が示す寄宿舎居住に

伴う日用品購入のための対象物品について

は、あくまで例示品目であるところであり、

寄宿舎居住に伴って必要とされる日用品と

整備される物品については、各都道府県等の

判断により、購入できるものと考えている。 

最後になるが、通常学級に在籍する児童生

徒の就学奨励費の制度が十分に利用されて

いない問題について、制度上、支給対象を定

めるために明確な基準が必要であることか

ら、就学奨励費においては、特別支援学校及

び特別支援学級以外に在籍する児童生徒の

場合、学校教育法施行令第 22 条の３で規定

する障がいに該当するか否かを基準として

いる。文科省としては、支援を必要とする児

童生徒が就学奨励費をしっかり利用できる

よう、各自治体等に対して、説明会を通じて

周知を行うなど、今後も支援の充実に努めて

参りたいと考えている。 

学事協：職員課に確認だが、公会計化について 210

条に入っているが、公会計化を実施する見込

みがない自治体もいくつかあるようで、そこ

に対する対応を取っていただきたい。 

文科省：文科省としては、従前から公会計化は会

計の透明性の確保といった観点からも進め

ていただくべきとは通知させていただいて

おり、研修会等の場を踏まえながら、機会を

捉えて周知の方はさせていただいていると

ころである。そこは引き続き文科省として、

周知の方は更に図ってまいりたい。 

学事協：今後、有機食材を使った給食については、

省内でまとめたりといったことはするのか。 

文科省：有機食材活用については、そもそも政府

として第４次食育推進基本計画を定めてい

て、その中で一応地場産物とか国産産物を給

食で使えるように令和７年度までにと定め

ているので、そういったものをベースにしつ

つ文科省としても有機食材の活用の有効性

というのは承知しているので、そこは学校、

教育委員会に対しては流して参りたい。 

学事協：定数の関係で、就学援助加配だが長崎で

は４月１日から前年の実績あるいは見込み
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に基づいて県で３人、僕らは加配だと思って

いるが配置されている。そういった自治体が

増えればいいなと思う。 

文科省：定数算定は、５月１日の基礎ベースで年

間分算定される仕組みにはなっているが、教

員も含めてそうだが、実際は学校自体も４月

１日から学校もスタートしているわけなの

で、基本的には各自治体において、前年度の

実績とかもちろん教員でいうと特別支援学

級が１人増える、増えないがギリギリまで決

まらないなど、加算の部分もボーダーが年度

によって多少ずれがあるので、そのあたりま

さに４月１日から運用に支障がないような

かたちで配置していきたい。 

学事協：先ほど、工夫はしているという話だった

が、非常に拘束的に５月１日の結果を待って、

事務手続きを取らないと、先走ってはいけな

いという誤解がたくさんあるので、実態に即

した形でお願いしたい。 

ＳＳＷ(スクールソーシャルワーカー)の

福岡市の関係だが、ＳＳＷとして募集をかけ

て、採用になった人間を国庫負担の基礎定数

の学校事務職員の仕事として配置している。

こうなるとＳＳＷが定数法の基礎定数に引

っかかることになる。 

文科省：実際にＳＳＷとして仮に名乗ったとして

いても我々があくまでも国庫負担の定数の

対象になるのは、事務職員の扱いになる。そ

こは国庫負担の標準法の関係においては、し

っかりと例えば福岡市であれば、福岡市のほ

うで事務職員であると、外向けにはどうなる

かはあるとは思うが。事務職員以外は国庫負

担できない。 

学事協：それができるかどうか確定してしまうと、

定数法の趣旨を生かせなくなってしまうの

で、できれば対応してもらえればありがたい。

事情を聞くなどしていただきたい。 

学事協：奨励費のことで２点ほど。１つ目は寄宿

舎居住の日用品についてもレシートではな

くて、定額化へお願いしたい。２つ目は令和

４(2022)年度の通知の中で、通知のなお書き

以下のところ、事務処理要領による合理化算

定のところだが、そこの解釈、実例的な部分

があれば、自治体のほうでも定額化が進むの

かなと思う。例えば過去３年の支出実績をも

とにこのくらいの定額にしましたとか。単純

に上限額にするとうまくないという意味で

のなお書きだと思うがその点を伺いたい。 

文科省：もう一度よろしいですか。 

学事協：最初のほうは、寄宿舎の日用品について、

こちらはレシート実績なっているが、こちら

も同様に定額化へと考えてよろしいか。 

文科省：確認します。我々としては学用品と通学

用品ということで、整理させていただいたと

ころだった。意見があったということは承知

しておく。 

学事協：それと先ほどの令和４(2022)年５月９日

付けの通知の一番最後の２行だが、「新たに

定額支給を行う。その額から実費確認を行っ

た場合、大きく上回るべきことのないように

留意する。」という文言が非常に生きてしま

って、埼玉県教委にきいたら、この文書を受

けて、かなり検討したが、領収書をチェック

しなければ、実際に上回っているかどうか確

認しないといけない。これについては今後も

引き続き改善はしないという結論だったと

話をもらった。この文書の趣旨はそういうこ

とではないという話をして、今後検討をお願

いした。今後の会議の中で、これだと今まで

と変わらないことになってしまうので、ここ

を少し柔軟的に解釈するように担当者会議

での説明をお願いしたい。 

文科省：わかった。そちらは検討する。 

学事協：ＳＳＳ(スクールサポートスタッフ)につ

いては、さいたま市に聞いたら、1/3 は確保

できているから予算がつくが、2/3 は査定が

非常に厳しくて、ほとんどつけられない。さ

いたま市は 165 校あるが、今年 20 校だけ。

来年も少ししか増えないという。地財措置で

も面倒みてもらっていると考えるが。 
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文科省：地財措置に入っている。 

学事協：そこを教育委員会が財政局から予算を引

っ張てくるときに説得のときに、非常に予算

獲得の弱い部署なので、1/3は国庫負担、2/3

についても地財措置があって、教員多忙化の

ためにかなり効果がある制度なので、なんと

してもぜひお願いしたいということと、でき

れば総務省の調整室のほうに、何らかの形で

良いですが面倒見てくれよというのは無理

だろうか。直接こちらから財政局の調整室の

方へ話をするが。本当に働き方改革にとって、

この問題が市町村の学校事務職員の配置等

について、ともかく学校の多忙化解消をなん

とかしようというかたちで出ているので、せ

っかく良い予算確保とか話をしていただい

ているのに、現場のところで消化できてなか

ったり、制度が確保できなかったりととても

残念。いろいろな工夫が必要だと思う。 

文科省：自治体への地方財政措置で裏負担もきち

んとついている。文科省から毎年度周知して

いるところである。具体的に単位費用として

いくらついているかという冊子をつくって、

毎年お渡ししているところなので、そういっ

たところを通じて引き続き裏負担がついて

いるところは周知させていただく。 

 

以 上 


